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事 業 報 告
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（6）主要な営業所および工場（2026年３月31日現在）
名 称 所 在 地

株 式 会 社 オ リ ジ ン

本 社 事 業 所 埼 玉 県 さ い た ま 市 桜 区
間 々 田 工 場 栃 木 県 小 山 市
瑞 穂 工 場 東 京 都 西 多 摩 郡 瑞 穂 町
吉 見 工 場 埼 玉 県 比 企 郡 吉 見 町
熊本デザインルーム 熊 本 県 宇 城 市
大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 北 区
名 古 屋 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市 西 区
台 湾 支 店 台 湾 桃 園 市 桃 園 区
米 国 支 店 米国カリフォルニア州トーランス市
香 港 支 店 香 港 九 龍

北 海 道 オ リ ジ ン 株 式 会 社（子会社） 本社および工場 北 海 道 三 笠 市
埼 玉 オ リ ジ ン 株 式 会 社（子会社） 本社および工場 埼 玉 県 比 企 郡 吉 見 町
東 邦 化 研 工 業 株 式 会 社（子会社） 本社および工場 埼玉県さいたま市岩槻区
株 式 会 社 オ リ ジ ン 商 事（子会社） 本 社 大 阪 府 大 阪 市 北 区
上 海 欧 利 生 東 邦 塗 料 有 限 公 司（子会社） 本社および工場 中 国 上 海 市
欧 利 生 塗 料 （天 津） 有 限 公 司（子会社） 本社および工場 中 国 天 津 市
欧 利 生 東 邦 塗 料 （東 莞） 有 限 公 司（子会社） 本社および工場 中 国 東 莞 市
欧 利 晶 精 密 机 械 （上 海） 有 限 公 司（子会社） 本社および工場 中 国 上 海 市
オリジン・イーソン・ペイント株式会社（子会社） 本社および工場 タ イ 国 チ ョ ン ブ リ 県
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（7）従業員の状況（2026年３月31日現在）
① 当社グループの従業員の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

1,066（ 118 ）名 30（ △10 ）名
（注） 使用人数は就業員数であり、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

575（ 25 ）名 △28（ 1 ）名 46.6歳 18.9年
（注） 使用人数は就業員数であり、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（8）主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,017百万円

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 950百万円

株 式 会 社 足 利 銀 行 365百万円

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 245百万円

（9）その他当社グループの現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．会 社 の 現 況
（１）業務の適正を確保するための体制

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであり
ます。
① 当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制

イ．当社グループの取締役・執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ
企業の社会的責任を果たすため、オリジングループ行動憲章を定め、当社グループ全体に周知徹
底させる。

ロ．当社は、「コンプライアンス委員会」を設置し、担当取締役または同執行役員を置き、「コンプ
ライアンス基本規程」を定め、定期的にコンプライアンス方針・実行計画を策定し、それを実施
する。

ハ．当社グループの取締役・執行役員および使用人に対し、研修、マニュアル作成・配布を行うこ
とにより、コンプライアンスを尊重する意識を醸成する。

ニ．当社は、「公益通報規程」を定め、組織的または個人的な法令違反行為等の通報を広く受け付け
る窓口を設置し、不正行為等の早期発見と是正を図る。
会社は、通報したことを理由として通報者に対して、不利益な取扱いを行うことを禁じる。

ホ．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度で
組織的に対応する。

ヘ．当社は、監査等委員会を設置し、取締役は監査の補助スタッフの充実、その独立性の確保およ
び内部監査室・各業務運営組織との連携の促進など監査等委員会監査の実効性の確保に留意す
る。

ト．当社は、取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・
報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の選解任および取締役（監査等委員である取締役を除
く）・執行役員の報酬の決定に係る透明性と客観性を高める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
イ．重要な意思決定および報告に関しては、議事録や稟議書等の文書の作成、保存および廃棄に関
する基本的管理事項を「文書取扱規程」に定め、対応する。

ロ．情報管理については、「情報管理規程」の他、法令・社内規程に基づき、基本方針を定め、対応
する。

ハ．取締役は、「文書取扱規程」により、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
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③ 当社グループの損失の危機の管理に関する規程その他の体制
イ．当社は、リスク管理全体を統括する「リスクマネジメント委員会」を設置し、担当取締役また
は同執行役員を置き、「リスクマネジメント基本規程」を定め、リスク管理体制の構築および運
用を行う。

ロ．各事業部門および子会社は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。また各事業部門長
および子会社取締役は、定期的もしくは取締役会の要請に応じて、リスク管理の状況を当社取締
役会に報告する。

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社は、定例の取締役会を毎月２回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の
監督等を行う。
また、業務の運営については、経営計画を立案し、全社的な目標を設定する。各事業部門にお

いては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。
ロ．当社は、代表取締役社長・担当取締役・執行役員および各事業部門長を中心とした経営会議を
毎月２回開催し、各部門および子会社の業務執行に関し、報告、課題の提起、協議または調整を行う。

⑤ 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．オリジングループ行動憲章に基づき、当社グループ全体のコンプライアンスを統制・推進する
体制をとる。また、当社に子会社管理の担当部署を置き、子会社の自主性を尊重するとともに、
事業内容の定期的な報告と重要な案件についての事前協議を行う。
ロ．監査等委員会および内部監査室は、海外を含めた当社グループの定期的な監査を実施し、監査
結果を取締役会・担当部署に報告する。
⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループの財務報告に係る透明性・信頼性の確保および内部統制報告書の有効かつ適切な
提出のため、「財務報告に係る内部統制委員会」を設置し、担当取締役または同執行役員を置き、
「財務報告に係る内部統制基本規程」を定め、財務報告に係る内部統制が有効に行われるよう、
整備、運用、評価および継続的な見直しを行う。

⑦ 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項ならびに当該取締役および使用人の取締役からの独立性および当該使用人
に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の配置の必要性が生じた場合、または監
査等委員会からの求めがあるときは、速やかに監査等委員会の業務補助のための監査等委員会ス
タッフを置くような体制を整備し、その業務内容については、取締役（監査等委員である取締役
を除く。）からの独立性を含め、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員会が協
議決定する。
ロ．人事等については、監査等委員会の事前同意を得るものとする。
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⑧ 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に
関する体制およびこれらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
イ．当社および当社グループの取締役・執行役員・監査役および使用人は、会社に重大な損失を与
える事項が発生し、または発生する恐れがあるときは、直ちに監査等委員会に報告する
ロ．前号に従い、監査等委員会への報告を行った当社および当社グループの取締役・執行役員・監
査役および使用人に対して、不利益な取扱いを行うことを禁じる。
⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員からその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生
じる費用の前払い、または債務の処理の請求があった場合は、直ちにこれを支払う。
⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査等委員会は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するた
め、役員会や経営会議、各委員会などの会議に出席するとともに、稟議書や重要な文書を閲覧
し、必要に応じてその説明を求めることとする。

ロ．監査等委員会は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、意見の
交換、情報の聴取等を行うなど連携を図る。

ハ．代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室との連携を図り、適切な意思疎
通および効率的な監査の遂行を図る。
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（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 内部統制システム全般

当社および子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部統制に係る組織が
モニタリングし、改善を進めております。また、内部統制に係る組織は金融商品取引法に基づ
く「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行っております。

② コンプライアンス
コンプライアンスに係る教育は定期的に実施しており、当社および子会社ならびにその全役

職員のコンプライアンスの意識の向上を図っております。
また、当社は公益通報の窓口を設置しており、社内のみならず、取引先などの外部からの通

報も受付け、コンプライアンスの実効性向上に努めております。
③ リスク管理

当社および子会社の危機管理に関する基本的事項について定め、経営に重大な影響を及ぼす
事項を未然に防止すること、および万一発生した場合の被害の極小化を図ることを目的とし、
当社のリスクに関する組織としてリスクマネジメント委員会（当事業年度は５回開催）を設置
し、危機管理に必要な体制を整備しております。

④ 当社グループにおける業務の適正の確保
グループ各社への取締役の派遣・株主権の行使、内部監査室によるグループ各社への内部監

査の実施、グループ各社管理部門の設置等により、グループ各社の業務の適正の確保に努めて
います。
また、当社およびグループ各社における取締役会の十分な監視・監督機能の発揮のため、社

外取締役を選任したことにより、当社およびグループ各社のガバナンス強化に努めておりま
す。

⑤ 監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保等
監査等委員会は、取締役会、経営会議およびその他の重要会議への出席を通じて、内部統制

に係る組織が担当する内部統制の整備、運用状況を確認しております。
また、会計監査人、内部監査室との内部統制に係る組織と必要に応じて双方的な情報交換を

実施することで当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用
について助言を行っております。
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（３）会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
① 会社の支配に関する基本方針

上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取引
が認められており、当社の株式に対する大規模な買付等が為された場合においても、一概に否定
するものではなく、当該買付等に応じるか否かは最終的には株主の皆様の自由な意思により判断
されるべきであると考えます。
しかしながら、このような当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から

みて企業価値ひいては株主の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却
を事実上強要する恐れのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、
あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対
象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とする
もの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
このような当社株式の大規模な買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針

の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支
えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を
中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。
したがいまして、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な大規

模な買付等またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配す
るものとしては不適切であると考えております。

② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社では、多くの投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業
価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しておりま
す。
これらの取組みは、上記①の基本方針の実現に資するものと考えております。
イ．当社経営理念

当社は、創業以来、時代の求める技術を独自に開発し「カスタム製品の開発」と「製品の多様
化」を事業指針として事業領域の拡大を図ってまいりました。当社は現在、経営理念として、人
類社会に役立つ存在感あふれる企業を目指し、
・世界中から情報が集まり人が集まる「開かれた企業」となろう
・オンリーワン技術を磨く「独自性ある企業」となろう
・チャンスを与え失敗を乗り越え、任せることの出来る「自己実現の場である企業」となろう
新たな価値を創造し、社会に貢献する企業となろう
を掲げ、コア技術の更なる強化、新技術、新市場へのチャレンジで価値創造・向上に努めて
おります。

ロ．緊急経営改革2026に基づく取組み
当社は、2025年10月14日に、中期経営計画最終2027年3月期目標の連結営業利益25億円以

上、連結ROE7％以上の達成は困難との判断に至り、2027年3月期黒字化必達を目標とした「緊
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急経営改革2026」へ移行しました。
その内容は以下のとおりであります。
①取組み方針・目標
当社における喫緊の課題は収益体質の抜本的な改善であり、先ずは営業利益黒字化を最優先

の経営指標(KPI)として設定します。
2027年3月期：連結営業利益200百万円（赤字からの回復）

②目標達成のための基本戦略
2027年3月期の黒字化に向けて、以下の3本柱を基本戦略として掲げます。
1) 市場別・製品別ポートフォリオの強化、スピード感を重視した顧客対応

伸ばす市場・製品を見定め、スピード感を持った「既存製品の拡販」・「新製品の上市」
を実施

2) 聖域なきコスト改革
組織再編と人員の適正化、徹底した原価低減・経費削減を実施

3) 立案計画の精査と厳格な実行、ガバナンス体制と人的資本の強化
経営における意思 決定の迅速化、経営企画部門と現場が一体となったモニタリング、
人事制度の再構築等を実施

ハ．サステナビリティ経営への取り組み
当社グループは、サステナビリティに関わる取り組みの意思決定機関として、取締役会の監督

のもと、代表取締役社長を最高推進責任者とし、業務執行取締役及び事業部門の責任者である執
行役員等によって構成されるサステナビリティ委員会を設置しています。関連する方針の決定
や、マテリアリティの取り組み状況の進捗管理、各種施策の審議等の役割を担っております。
また、経営理念、当社グループ行動憲章を基本的な考え方として、「気候変動など地球環境問

題への配慮」、「人権の尊重、従業員の健康・働く環境への配慮や公正・適切な処遇」、「お取引先
と公正・適正な取引」に取り組むことを謳ったサステナビリティ方針を策定しております。製
品・サービスの提供を通じて社会的課題を解決することで、持続的な社会づくりに貢献し、企業
価値向上に努めていくことが責務と認識しています。「社会課題の解決と当社グループの持続的
成長（新技術、新事業へのチャレンジによる価値創造）」、「ガバナンス強化（リスクマネジメン
ト、コンプライアンス）」、「人権啓発の推進と人材育成」、「製品の安全と品質」、「環境保全（気
候変動問題への対処、CO2排出量削減）」の５つのマテリアリティを抽出し、PDCAサイクルを
回すことで取り組みを推進しております。
特に気候変動については、当社グループは、2021年に「2050年のカーボンニュートラルへ

の貢献に向けて、2030年に自社分（国内事業所）のCO2排出量を50%削減（2015年基準）す
るとともに、サプライチェーン全体でのCO2排出量削減に取り組みます。また、社会全体の
CO2排出量削減に向け、メカニカルな機構で機能する機構部品への代替提案も進めていきま
す。」との目標を定め、全社を挙げてCO2排出量削減に取り組んでおります。
サプライチェーン全体のCO2排出量については、Scope3のCO2排出量算定を行い、影響度

の大きなカテゴリの削減に向け、製品使用時、加工時にCO2排出量の少ない新技術・新製品開
発に継続的に取り組むとともに、調達パートナーに対してもCO2排出量削減への協力を要請し
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てまいります。
ニ．コーポレート・ガバナンス（企業統治）強化等による企業価値向上への取組み

当社は、「公正かつ健全で透明性の高い企業経営を目指す」をコーポレート・ガバナンスに関
する基本的な考え方とし、変化の激しい市場において長期的に企業業績の成長を図り企業価値の
最大化を追求するため、市場競争力の強化向上を目指しながら事業を迅速に運営し、グローバル
に展開できる効率的なグループ体制の確立と公正かつ健全で透明性の高い経営の実現に向け、コ
ーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。
当社は、これらの取組みとともに、コンプライアンスをはじめ内部統制の強化、地球環境への

配慮を進める一方、事業におけるリスクの極小化や品質向上の徹底、海外市場の開拓や成長が見
込まれる分野への経営資源の傾斜配分など、当社グループ全体の構造転換も一層進めることによ
り、さらに株主の皆様を始め顧客、取引先、従業員等ステークホルダーとの信頼関係をより強固
なものにし、中長期に亘る企業価値ひいては株主共同の利益の確保および安定的な向上に注力し
てまいります。
当社は、取締役会の監査・監督機能のより一層の強化とガバナンスの更なる充実を図り、経営

の公正性、透明性および効率性を高めるため、2016年６月開催の第115期定時株主総会におい
て監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当社取締役会は、監査等委員でない取締役５名（うち社外取締役１名）と監査等委員である取

締役３名（うち社外取締役２名）の計８名で構成されております。なお、社外取締役3名は、い
ずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
また、社内取締役2名と社外取締役3名で構成される「指名・報酬委員会」を設置し、取締役会

の透明性を確保しております。
その他、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、財

務報告に係る内部統制委員会、健康経営推進委員会を設置し、充実したコーポレート・ガバナン
ス体制を構築しております。

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決
定が支配されることを防止する取組み
当社は、当初2008年６月27日開催の当社第107期定時株主総会において、会社の支配に関す

る基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されること
を防止する取組みとして「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入い
たしました。当社では、その後も社会・経済情勢の変化、買収への対応方針をめぐる諸々の動向
および様々な議論の進展、コーポレートガバナンス・コードの趣旨等を踏まえ、かかる対応方針
につき、継続の是非も含め、その在り方について引き続き検討してまいりましたところ、直近で
は、2023年６月29日開催の当社第122期定時株主総会において、その継続（以下継続後の対応
方針を「本プラン」といいます。）につきご承認いただいております。

イ．本プランの目的
当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判

断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従
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って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模
買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」
といいます。）を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な
買付行為が為された場合の対応方針を含めた買収への対応方針として、2023年６月29日開催の
当社第122期定時株主総会における株主の皆様のご承認をいただき、対応方針を一部変更し、本
プランとして継続することといたしました。

ロ．本プランの対象となる当社株式の買付
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とする

ことを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20
％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したもの
を除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付
行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）
とします。

ハ．独立委員会の設置
本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断

の客観性・合理性を担保するため、独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。
当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について

諮問し、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行
為について慎重に評価・検討の上で、当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態
にあるか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限
尊重した上で対抗措置の発動（後記ホの株主意思確認総会を開催するか否かについての判断も含
みます。）について決定することとします。
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされる

ことを確保するために、独立委員会は、必要に応じて当社の費用で、独立した第三者である外部
専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門
家）等の助言を得ることができるものとします。

ニ．大規模買付ルールの概要
当社が設定する大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が当社取締役会に対して、必要か

つ十分な情報を提供し、当社取締役会による一定の評価期間および後記ホにより株主総会を開催
する場合には株主による検討期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。

ホ．大規模買付行為が実施された場合の対応方針
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、当社取締役会は、対応措置を講じること

があります。
大規模買付者が大規模買付けルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買

付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見の表明や、代替案を提示する
ことにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は
講じません。ただし、いわゆる東京高裁四類型または強圧的二段階買収に該当し、当該大規模買
付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損な
うと取締役会が判断した場合には、当社取締役会は、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上
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で、対応措置を発動することがあります。また、いわゆる東京高裁四類型または強圧的二段階買
収には該当しないものの、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を損なうと取締役会が判断した場合には、当社取締役会は、独
立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動または不発動の是非について、株主
意思確認総会を招集し、株主意思確認総会の結果に従い、対抗措置の発動または不発動を決定し
ます。

ヘ．本プランの適用開始、有効期限、継続および廃止
本プランは、2023年６月29日の当社第122期定時株主総会において株主の皆様にご承認いた

だき継続しており、その有効期限は2026年６月30日までに開催予定の当社第125期定時株主総
会終結の時までとしております。
ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止される

ものとします。
④ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合
致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮することにより、本プランが会社の支

配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当
社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。

イ．買収への対応方針に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の

利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同
の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足し
ています。
また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年６月30日に発表した報告書「近時の

諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および株式会社東京証券取引所が2015年６月１
日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5いわゆる買収防衛策」の内容も
踏まえたものとなっております。

ロ．株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、当社株式に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為に応じ

るべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情
報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることに
より、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続さ
れるものです。

ハ．株主意思を反映するものであること
本プランは、2023年６月29日開催の当社第122期定時株主総会において、本プランの継続に

関する株主の皆様のご意思を確認させていただいており、株主の皆様のご意向が反映されること
となっております。
また、本プラン継続後、有効期間中であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨

の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向
が反映されます。
さらに、本プランに基づいて対抗措置を発動することができる場合を、原則として、大規模買

付者が大規模買付ルールを遵守しない場合および株主意思確認総会において発動の決議がされた
場合に限り、例外的に取締役会の判断をもって発動できる場合をいわゆる東京高裁四類型および
強圧的二段階買収に限定しており、対抗措置の発動の適否の判断に際しても、株主の皆様のご意
思が可及的に反映される設計としております。
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ニ．独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構

成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業
価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確
保されております。

ホ．デッドハンド型およびスローハンド型の買収への対応方針ではないこと
本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃

止することが可能です。したがいまして、本プランは、デッドハンド型の買収への対応方針（取
締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収への対応方針）ではあり
ません。
また、当社は取締役（監査等委員であるものを除きます。）の任期を１年としており、監査等

委員である取締役についても期差任期制を採用していないため、スローハンド型の買収への対応
方針（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間
を要する買収への対応方針）ではございません。なお、当社では取締役解任決議要件につきまし
ても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。
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連結株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当 期 首 残 高 6,103 3,455 10,361 △2,033 17,886
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △211 △211
従 業 員 奨 励 福 利 基 金 △0 △0
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 損 失 △2,220 △2,220
自 己 株 式 の 取 得 △1 △1
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 − − △2,431 △1 △2,432
当 期 末 残 高 6,103 3,455 7,929 △2,034 15,453

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 3,649 1,939 5,589 2,416 25,892
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △211
従 業 員 奨 励 福 利 基 金 △0
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 損 失 △2,220
自 己 株 式 の 取 得 △1
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 1,622 111 1,733 72 1,806

当 期 変 動 額 合 計 1,622 111 1,733 72 △626
当 期 末 残 高 5,272 2,050 7,322 2,489 25,265
（注） 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等
１．連結の範囲に関する事項
１）連結子会社の状況
・連結子会社の数 ９社
・連結子会社の名称 北海道オリジン株式会社

埼玉オリジン株式会社
東邦化研工業株式会社
株式会社オリジン商事
上海欧利生東邦塗料有限公司
欧利生塗料（天津）有限公司
欧利生東邦塗料（東莞）有限公司
オリジン・イーソン・ペイント株式会社
欧利晶精密机械（上海）有限公司

２）非連結子会社の状況
・非連結子会社の数 ５社
・主要な非連結子会社の名称 オリジン・ドラケミ・インドネシア株式会社

歐利生（香港）有限公司 他３社

・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当
期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等
は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連
結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
１）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況
・持分法を適用した非連結子会社はありません。
・持分法を適用した関連会社の数 １社
・持分法を適用した関連会社の名称 萬座塗料株式会社

２）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
・主要な非連結子会社及び関連会社の名称
（主要な非連結子会社） オリジン・ドラケミ・インドネシア株式会社

歐利生（香港）有限公司 他３社

（関連会社） 北富士オリジン株式会社
・持分法を適用しない理由 各社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼ
す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法
の適用から除外しております。
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、上海欧利生東邦塗料有限公司、欧利生塗料（天津）有限公司、欧利生東邦塗料（東

莞）有限公司、オリジン・イーソン・ペイント株式会社及び欧利晶精密机械（上海）有限公司の決算日は12
月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、１月１日から

連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
４．会計方針に関する事項
１）重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの………決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

市場価格のない株式等………移動平均法による原価法
ロ．デリバティブ…………………………時価法
ハ．棚卸資産
ａ．個別原価計算に係る製品・仕掛品は個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）
ｂ．総合原価計算に係る製品・仕掛品は主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）
ｃ．原材料及び貯蔵品は主として先入先出法又は総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）
２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）…当社及び国内連結子会社は定率法（ただし、2000年4月1日以

降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日
以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）を採用し、
在外連結子会社は定額法を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）…定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

ハ．リース資産……………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につ
いては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。
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３）重要な引当金の計上基準
イ．貸 倒 引 当 金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

ロ．賞 与 引 当 金…当社、国内連結子会社及び一部の在外連結子会社は、従業員の賞与支給に備え
るため、支給見込額のうち当連結会計年度負担分を計上しております。

ハ．役 員 賞 与 引 当 金…一部の連結子会社は、役員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上してお
ります。

ニ．製 品 補 償 引 当 金…当社は、製品補償に伴う費用の支出に備えるため、過去の実績を基準にした見
積額及び個別案件に対する見積額を計上しております。

ホ．環 境 対 策 引 当 金…当社は、土壌汚染対策などの環境対策に伴う費用の支出に備えるため、今後発
生が見込まれる金額を計上しております。

ヘ．固定資産解体費用引当
金

当社は、建物の解体などに伴う支出に備えるため、今後発生が見込まれる解体
諸費用の見積額を計上しております。

ト．役員株式給付引当金…役員株式給付規程に基づく取締役への当社株式等の給付に備えるため、当連結
会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

４）収益及び費用の計上基準
当社グループは、エレクトロニクス事業においては電源機器を、メカトロニクス事業においてはシステ

ム機器を、ケミトロニクス事業においては合成樹脂塗料を、コンポーネント事業においては精密機構部品
を、その他事業においてはパワー半導体を製造及び販売しております。
これら各事業から生じる収益は、主に顧客との契約に従い計上しており、取引価格は顧客との契約にお

いて約束された対価から値引き・返品額等を控除した金額で算定しております。
また、各事業の製品の販売については、通常は製品の引渡時点において顧客へ当該製品に対する支配が

移転し、履行義務が充足されると判断しておりますが、国内販売においては出荷時から当該製品の支配が
顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合については、出荷時に収益を認識しております。
エレクトロニクス事業及びメカトロニクス事業における据付工事、試運転等の役務を伴う一部の製品の

販売については、検収を受けた時点において顧客へ当該製品に対する支配が移転して履行義務が充足され
ると判断し、収益を認識しております。
なお、顧客への製品の販売における当社グループの役割が代理人に該当する各事業の取引については、

当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
５）退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上しております。
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。
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ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は発生年度で全額費用処理しております。

ハ．小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
６）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。なお、在外連結子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上してお
ります。

７）のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、５年間の均等償却を行っております。

Ⅱ．会計上の見積りに関する注記
有形固定資産及び無形固定資産の減損
1）当連結会計年度計上額
・減損損失 151百万円
・有形固定資産 10,630百万円
・無形固定資産 641百万円
当連結会計年度は、メカトロニクス事業の資産グループにおいて、朝霞開発センターの閉鎖に伴い使用

見込みのない固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失に計上しております。
2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、原則として、事業用資産については経営管理上の事業区分を基準として資産のグルー
ピングを行っております。ただし、将来の使用が見込まれない遊休資産や処分予定資産については個々の
資産を一つの単位としてグルーピングを行っております。
資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっているか、

あるいは継続してマイナスとなる見込みであること等、減損の兆候があると認められる場合には、資産又
は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、帳簿価額と比較することに
より、減損損失の認識の要否を判定しております。
割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として計上します。
割引前将来キャッシュ・フローの総額は、事業計画等を基礎にし、算出時点で入手可能な情報も考慮し

て見積もりを行います。
減損の兆候、減損の認識及び測定にあたり慎重に検討をしておりますが、事業計画や市場環境の変化に

より、見積もった額の前提となる条件や仮定に変更が生じ、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資
産グループについて、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、
減損損失が発生する可能性があります。
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Ⅲ．追加情報
株式給付信託（BBT）

当社は、2017年6月29日開催の第116期定時株主総会の決議に基づき、2017年8月28日より、当社の取
締役（監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断り
がない限り、同じとします。）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価
上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向
上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託
（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。
1）取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を

「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、
当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）が本信託を通
じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則と
して取締役の退任時となります。
2）信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自
己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は25百万円、株式数
は15,400株であります。

Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
１）担保に供している資産

建 物 及 び 構 築 物 330百万円
機械装置及び運搬具 45百万円
土 地 263百万円
そ の 他 0百万円

計 639百万円
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２）担保に係る債務
短 期 借 入 金 1,623百万円
長期借入金（1年内含む） 394百万円
ただし、上記有形固定資産に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は工場財団560百万円であ

ります。

なお、上記の他に、現金及び預金20百万円を当座貸越契約の担保に供しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 22,636百万円
（減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。）

３．電子記録債権譲渡高 29百万円

Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普 通 株 式 6,699,986株
２．剰余金の配当に関する事項
１）配当金支払額
イ．2025年６月27日開催の第124期定時株主総会決議による普通株式の配当に関する事項
・配当金の総額 106百万円
・１株当たり配当額 20円00銭
・基 準 日 2025年３月31日
・効 力 発 生 日 2025年６月30日
（注)「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する配当金308千円が含まれております。
ロ．2025年11月11日開催の取締役会決議による普通株式の配当に関する事項
・配当金の総額 106百万円
・１株当たり配当額 20円00銭
・基 準 日 2025年９月30日
・効 力 発 生 日 2025年12月８日
(注)「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する配当金308千円が含まれております。

２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2026年６月26日開催の第125期定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお

り提案しております。
・配当金の総額 79百万円
・１株当たり配当額 15円00銭
・基 準 日 2026年３月31日
・効 力 発 生 日 2026年６月29日
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

(注)「配当金の総額」には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式に対する配当金231千円が含まれております。

2026年05月27日 17時20分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



20

Ⅵ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で運用し、必要に応じて短期的な
運転資金や設備資金などを銀行借入により調達しております。
デリバティブ取引は、将来の為替相場及び金利相場の変動によるリスク回避を目的としており、投機的

な取引は行わない方針であります。
２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信
管理規程に従ってリスク管理を行い、定期的な信用状況の把握によりリスクの低減を図っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財

務状況等を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが６ヵ月以内の支払期日とな

っております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資

金調達であります。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、取引相手先
には高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰計画を作成する等の方法によ

り管理しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形、買掛金、電子記録
債務、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しておりま
す。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額（＊） 時 価 （＊） 差 額

（１）投資有価証券
その他有価証券 8,733 8,733 −

（２）長期借入金（１年内含む） （1,290） （1,282） △7
（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注）市場価格のない株式等は「（１）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借

対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 1,372

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 8,733 − − 8,733
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2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 1,282 1,282

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価については、固定金利による長期借入金は元利金の合計額を同様の新規借入を行

った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。
なお、変動金利による長期借入金は短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似

していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。

Ⅶ．賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都において保有する土地を賃貸しております。不動産は旧本社工場跡地であり、借地借家
法第22条に基づく一般定期借地権方式により賃貸しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項
連結貸借対照表計上額 決算日における時価

1,815百万円 7,330百万円
（注）当連結会計年度末の時価は、路線価を基礎として合理的に調整した金額により評価しております。
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Ⅷ．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、エレクトロニクス事業、メカトロニクス事業、ケミトロニクス事業、コンポーネント事
業及びその他として半導体デバイス事業を営んでおり、各事業の主な財又はサービスの種類は、製品の販売
又は保守サービスであります。地域別の収益は、顧客の所在地に基づき分解しております。これらの分解し
た収益とセグメント売上高との関連は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）
報告セグメント

合計エレクトロ メカトロ ケミトロ コンポー その他 計ニクス事業 ニクス事業 ニクス事業 ネント事業 （注）

日本 6,691 561 4,983 3,301 1,222 16,760 16,760
中国 10 69 3,095 3,036 5 6,217 6,217
その他 21 109 2,279 1,474 15 3,900 3,900
顧客との契約か
ら生じる収益

6,722 739 10,359 7,813 1,243 26,877 26,877

その他の収益 − − − − − − −

外部顧客への売
上高

6,722 739 10,359 7,813 1,243 26,877 26,877

（注）その他は、半導体デバイス事業であります。
２．収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「Ⅰ．連結計算書類の作成のための基
本となる重要な事項等」 「４．会計方針に関する事項」の「４）収益及び費用の計上基準」に記載のとお
りであります。
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３． 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
1) 契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高)
受取手形
電子記録債権
売掛金

151
2,515
7,112

顧客との契約から生じた債権(期末残高)
受取手形
電子記録債権
売掛金

58
2,516
6,034

契約資産(期首残高) 71

契約資産(期末残高) 64

契約負債(期首残高) 72

契約負債(期末残高) 220
契約負債は、連結貸借対照表のうち流動負債の「その他」に含まれております。
当連結会計年度に認識した収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は72百万円

であります。また、契約負債の増加は、主に前受金の受取により生じたものであります。

2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初に予定される顧客との契約期間が1年を超える重要な取引はありません。そ

のため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略して
おります。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 4,333円30銭
２．１株当たり当期純損失 422円34銭
（注）株式給付信託（BBT）にかかる信託口が保有する当社株式は、１株当たり純資産額及び１株当たり当期

純損失の算定上、期末株式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

14,741
1,701

1
2,500
4,323
64

1,109
3,182
1,418
59
41
208
131
△0

21,295
9,260
3,209
83
832
2

452
4,472
45
160
360
265
93
1

11,675
8,631
1,562
1,054
800
0
42
47
240

△702

（負 債 の 部）
流 動 負 債

支 払 手 形
電 子 記 録 債 務
買 掛 金
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
リ ー ス 債 務
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
契 約 負 債
前 受 収 益
預 り 金
預 り 保 証 金
賞 与 引 当 金
設 備 関 係 支 払 手 形
営 業 外 電 子 記 録 債 務
有 償 支 給 取 引 に 係 る 負 債
製 品 補 償 引 当 金
環 境 対 策 引 当 金
固 定 資 産 解 体 費 用 引 当 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
役 員 株 式 給 付 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
長 期 前 受 収 益
環 境 対 策 引 当 金
繰 延 税 金 負 債

8,308
38

1,372
992

3,000
500
11
567
267
148
215
81
35
194
300
1

221
5

133
152
14
55

9,342
750
28
18
929

5,110
262

2,243
負 債 合 計 17,651
（純 資 産 の 部）
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

13,229
6,103
3,454
1,600
1,854
5,634
5,634
5,634

△1,963
5,156
5,156

純 資 産 合 計 18,385
資 産 合 計 36,036 負 債 ・ 純 資 産 合 計 36,036
（注） 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 19,553
売 上 原 価 16,518

売 上 総 利 益 3,035
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,641

営 業 損 失 1,606
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 653
そ の 他 の 営 業 外 収 益 595 1,248

営 業 外 費 用
支 払 利 息 34
そ の 他 の 営 業 外 費 用 369 404
経 常 損 失 761

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 3
関 係 会 社 清 算 益 2 5

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 35
減 損 損 失 151
倉 庫 移 転 費 用 6
固 定 資 産 解 体 費 用 引 当 金 繰 入 額 14
特 別 退 職 金 173 380

税 引 前 当 期 純 損 失 1,136
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 165
法 人 税 等 調 整 額 923 1,089
当 期 純 損 失 2,225

（注） 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2026年05月27日 17時20分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



27

株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 6,103 1,600 1,854 3,454 8,072 8,072
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △212 △212
当 期 純 損 失 △2,225 △2,225
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
当 期 の 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 − − − − △2,437 △2,437
当 期 末 残 高 6,103 1,600 1,854 3,454 5,634 5,634

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △1,962 15,667 3,588 3,588 19,255
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △212 △212
当 期 純 損 失 △2,225 △2,225
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0
株主資本以外の項目の
当 期 の 変 動 額 （純 額） 1,567 1,567 1,567

当 期 変 動 額 合 計 △0 △2,438 1,567 1,567 △870
当 期 末 残 高 △1,963 13,229 5,156 5,156 18,385
（注） 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
Ⅰ．重要な会計方針
１．資産の評価基準及び評価方法
１）有価証券の評価基準及び評価方法
イ．子会社株式及び関連会社株式…………移動平均法による原価法
ロ．その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等…………移動平均法による原価法
２）デ リ バ テ ィ ブ………………………時価法
３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ．個別原価計算に係る製品・仕掛品は個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）
ロ．総合原価計算に係る製品・仕掛品は総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）
ハ．原材料は主として先入先出法又は総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）
ニ．貯蔵品は最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）
２．固定資産の減価償却の方法
１）有形固定資産（リース資産を除く）…定率法を採用しております。

ただし、2000年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び
構築物については、定額法を採用しております。

２）無形固定資産（リース資産を除く）…定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

３）リ ー ス 資 産……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産につい
ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を
採用しております。
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３．引当金の計上基準
１）貸 倒 引 当 金…債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

２）賞 与 引 当 金…従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上して
おります。

３）製 品 補 償 引 当 金…製品補償に伴う費用の支出に備えるため、過去の実績を基準にした見積額及び個
別案件に対する見積額を計上しております。

４）環 境 対 策 引 当 金…当社は、土壌汚染対策などの環境対策に伴う費用の支出に備えるため、今後発
生が見込まれる金額を計上しております。

５) 固定資産解体費用引当
金

建物の解体などに伴う支出に備えるため、今後発生が見込まれる解体諸費用の
見積額を計上しております。

６）役員株式給付引当金…役員株式給付規程に基づく取締役への当社株式等の給付に備えるため、当事業年
度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

７）退 職 給 付 引 当 金…従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は発生年度で全額費用処理しておりま

す。
４．収益及び費用の計上基準

当社は、エレクトロニクス事業においては電源機器を、メカトロニクス事業においてはシステム機器を、
ケミトロニクス事業においては合成樹脂塗料を、コンポーネント事業においては精密機構部品を、その他事
業においてはパワー半導体を製造及び販売しております。
これら各事業から生じる収益は、主に顧客との契約に従い計上しており、取引価格は顧客との契約におい
て約束された対価から値引き・返品額等を控除した金額で算定しております。
また、各事業の製品の販売については、通常は製品の引渡時点において顧客へ当該製品に対する支配が移
転し、履行義務が充足されると判断しておりますが、国内の販売においては、出荷時から当該製品の支配が
顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合については、出荷時に収益を認識しております。
エレクトロニクス事業及びメカトロニクス事業における据付工事、試運転等の役務を伴う一部の製品の販
売については、検収を受けた時点において顧客へ当該製品に対する支配が移転して履行義務が充足されると
判断し、収益を認識しております。
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Ⅱ．会計上の見積りに関する注記
有形固定資産及び無形固定資産の減損
1）当事業年度計上額
・減損損失 151百万円
・有形固定資産 9,260百万円
・無形固定資産 360百万円
当事業年度は、メカトロニクス事業の資産グループにおいて、朝霞開発センターの閉鎖に伴い使用見込

みのない固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失に計上しております。
2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

1）の金額の算出方法は、「連結注記表（Ⅱ．会計上の見積りに関する注記(有形固定資産及び無形固定
資産の減損））」に記載した内容と同一であります。

Ⅲ．追加情報
株式給付信託（BBT）

「株式給付信託（BBT）」については、「連結注記表（Ⅲ．追加情報）」に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しております。

Ⅳ．貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
１）担保に供している資産

建 物 327百万円
構 築 物 2百万円
機 械 及 び 装 置 45百万円
工具、器具及び備品 0百万円
土 地 263百万円

計 639百万円
２）担保に係る債務

短 期 借 入 金 1,623百万円
長期借入金（１年内含む） 394百万円
ただし、上記有形固定資産に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は工場財団560百万円であり

ます。
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２．有形固定資産の減価償却累計額 16,763百万円
（減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。）

３．関係会社に対する金銭債権債務
短 期 金 銭 債 権 1,407百万円
長 期 金 銭 債 権 800百万円
短 期 金 銭 債 務 342百万円

Ⅴ．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

売 上 高 2,475百万円
仕 入 高 等 2,790百万円
営業取引以外の取引高 694百万円

Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普通株式 1,406,698株 523株 − 株 1,407,221株
（注）１．自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加523株であります。

２．当事業年度末の株式数には、「株式給付信託（BBT）」制度の信託財産として株式給付信託が保有
する当社株式15,400株が含まれております。
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Ⅶ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 引 当 金 291百万円
退職給付信託拠出額 313百万円
税務上の繰越欠損金 1,235百万円
減 損 損 失 258百万円
賞 与 引 当 金 94百万円
前 受 収 益 430百万円
棚 卸 資 産 評 価 損 643百万円
環 境 対 策 引 当 金 129百万円
そ の 他 404百万円

繰 延 税 金 資 産 小 計 3,801百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △1,235百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △2,453百万円
評 価 性 引 当 額 小 計 △3,689百万円

繰 延 税 金 資 産 合 計 112百万円
繰 延 税 金 負 債
その他有価証券評価差額金 △2,355百万円

繰 延 税 金 負 債 合 計 △2,355百万円
繰 延 税 金 負 債 の 純 額 △2,243百万円

Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類
会社等
の名称

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
（百万円）
（注）

科目
期末残高
（百万円）

子会社
北海道オリジン
株式会社

（所有）
直接 100.0

当社製品の製造
役員の兼任

資金の貸付 100
短期貸付金 10
長期貸付金 700

（注）北海道オリジン株式会社に対する資金の貸付の金利については、市場金利を勘案して決定しております。

Ⅸ．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

Ⅰ．重要な会計方針「4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

Ⅹ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 3,473円67銭
２．１株当たり当期純損失 420円49銭
（注）株式給付信託（BBT）にかかる信託口が保有する当社株式は、１株当たり純資産額及び１株当たり当期

純損失の算定上、期末株式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月21日

株式会社オリジン
取締役会 御中

協立監査法人
東京事務所
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 中 伴 一
業務執行社員 公認会計士 鈴 木 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社オリジンの2025年４月１日から2026年

３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社オリジン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年５月21日
株式会社オリジン
取締役会 御中

協立監査法人
東京事務所
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 中 伴 一
業務執行社員 公認会計士 鈴 木 宏

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オリジンの2025年４月１日から

2026年３月31日までの第125期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

2026年05月27日 17時20分 $FOLDER; 36ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



36

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第125期事業年度における取締役の職務の

執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第３９９条の１３第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の

内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（会社の内部統制に係る体制全般）について取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
（１）監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社

の内部監査部門その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議（業績会議、戦略会議、全社品質
会議、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、財務報告
に係る内部統制委員会、健康経営推進委員会、事業計画説明会、原価会議、他）に出席しました。
取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類（社長決裁稟議書等）を閲覧し、本社及び主要な事業所（本社事業所、間々田工場、
瑞穂工場、吉見工場、他 ）において業務及び財産の状況を調査（第２四半期、及び本決算実地棚
卸監査）しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。グループ監査の観点からは、各グ
ループ会社の監査役等をメンバーとするグループ会社監査役等連絡会を開催し意思疎通を図り、相
互に情報を伝達し、意見の交換等をしました。

（２）事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みに
ついては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

（３）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討しました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第３号ロの各取
組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、
当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人協立監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人協立監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月22日
株式会社オリジン 監査等委員会
常勤監査等委員 宮 内 公 平 ㊞

監査等委員 千代延 郁 男 ㊞
監査等委員 平 澤 久 ㊞

（注）監査等委員千代延郁男、平澤久は会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であ
ります。

以 上
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